
平成２７年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

平成27年10月７日

大分県人事委員会

〈 本年の給与勧告のポイント 〉

月例給、期末・勤勉手当ともに引上げ

① 月例給：給料表水準の引上げ改定等（平均改定率 0.13％）

② 期末・勤勉手当：支給月数の引上げ改定（0.1月分）

１ 人事委員会勧告制度の基本的な考え方

本委員会は、職員の給与等について、地方公務員法の趣旨を踏まえ、民間給与との較差、人事

院の報告及び勧告並びに他の都道府県の動向等を考慮して報告及び勧告を実施

２ 職員給与と民間給与との比較

企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内民間事業所393のうちから無作為に144事

業所を抽出し、本年４月分の給与等を実地調査

(1) 月例給

民間の事務・技術関係職種の従業員の給与と本県の行政職給料表適用職員の給与について、

主な給与決定要素である役職段階・学歴・年齢の同じ者同士をラスパイレス方式により比較

民 間 給 与 (Ａ) 職 員 給 与 (Ｂ) 較 差 (Ａ)－(Ｂ)

370,206円 368,247円 1,959円（0.53％）

(注)１ 民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない（比較対象職員の平均年

齢は、43.4歳）。

２ 職員給与については、知事部局等における定期人事異動後の給与を用いて比較した。

(2) 特別給（期末・勤勉手当）

昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の特別給の支給実績（支給割合）と職員の年

間の期末・勤勉手当の支給月数を比較

民間の年間支給割合 (Ａ) 職員の年間支給月数 (Ｂ) 差 (Ａ)－(Ｂ)

4.20月 4.10月 0.10月

３ 本年の給与改定

(1) 月例給

ア 給料表

国家公務員の俸給表の改定に関する人事院勧告に準じて改定

（若年層に重点を置いた引上げ改定。初任給を2,500円程度引上げ）

イ 初任給調整手当

医師に対する手当について、人事院勧告に準じて所要の改定

ウ 地域手当

支給割合について、人事院の報告に準じて所要の改定

例）東京都特別区 18％→18.5％、大阪市 15％→15.5％



(2) 期末・勤勉手当

年間支給月数の引上げ 4.10月分 → 4.20月分（＋0.1月分）

引上げ分は勤勉手当に配分

（一般の職員の場合の支給月数）

６月期 12月期

27年度 期末手当 1.225月（支給済み） 1.375月（改定なし）

勤勉手当 0.75 月（支給済み） 0.85 月（現行0.75月）

28年度以降 期末手当 1.225月 1.375月

勤勉手当 0.80 月 0.80 月

(3) 実施時期

月例給 平成27年４月１日

期末・勤勉手当 平成27年12月１日

【参考】勧告による本年の職員給与の改定例（行政職 平均年齢42.9歳）

○平均給与月額

現 行 改定後 改定額 改定額の内訳

給 料 454円（0.12％）
472円

363,280円 363,752円 地域手当 17円（0.00％）
（0.13％）

はね返り分 1円（0.00％）

(注)１ 知事部局等における定期人事異動後の給与を基礎に算出した（下表において同じ。）。
２ 「はね返り分」とは、給料等の一定割合で手当額が定められている地域手当のように、
給料等の改定に伴い手当額が増減する分をいう。
３ 改定率は、各項目ごとに小数点以下第３位を四捨五入しているため、全体と内訳の計
は一致しない場合がある。

○平均年間給与

現 行 改 定 後 改 定 額

5,879,000円 5,923,000円 44,000円（0.7％）

４ 公務運営の改善に関する課題

職員の年齢・男女構成の変化や働き方に対する意識の変革などに応じて柔軟に対応していくた

め、公務運営の改善に関する課題について解決に向けた取組を進めるとともに、採用から退職に

至るまでの人事管理全般の在り方について、中・長期的な視点を踏まえて検討を行うことが肝要

(1) 能力・実績に基づく人事評価制度への対応

国及び他の都道府県の運用状況や本県における実施状況を検証するとともに、人事評価を行

う評価者に対する研修を充実させその育成を図ることにより、客観的で公正性や透明性が高く、

納得性のある人事評価制度の確立に向けて努力することが必要

(2) 人材の確保と活用

○多様な有意の人材の確保

優れた資質・能力を持った多様な有意の人材を引き続き幅広く積極的に確保することが必

要



○政策県庁を担う人材の育成

職場研修（ＯＪＴ）や職場を離れての研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）を通じて若手職員を効率的・

効果的に育成するとともに、人事評価制度を活用し職員それぞれに応じて組織的に育成する

仕組みを構築していくことが必要

○女性職員のキャリア形成・登用

女性職員が活躍できる環境整備に努めるとともに、女性職員のキャリア形成・登用を更に

積極的に行い、県の施策・方針決定過程への参画をより一層促進することが必要

(3) ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた勤務環境の整備

○総実勤務時間の短縮

事務事業の徹底的な見直しや時間外勤務に対する意識改革を含めた業務の合理化・効率化

の取組を引き続き推進するとともに、職員それぞれが主体的かつ不断に時間外勤務を縮減す

る意識を持ち、その実現に努めることが重要

年次有給休暇の取得しやすい環境を整備し、積極的な取得を促すような取組を行うととも

に、計画的・連続的使用の促進に努めることが必要

○仕事と育児・介護の両立支援

両立支援策が利用しやすく効果的に活用されるよう、職員全員がワーク・ライフ・バラン

スの大切さを認識するための意識啓発を図りながら、職場全体で支援する勤務環境づくりに

更に努めることが必要

(4) 職員の心身の健康管理

身体の健康管理対策については、引き続き健康診断、精密検査の受診の徹底を図るとともに、

在職死亡の防止や健康サポート体制の充実に向けた取組を進めることが必要

心の健康管理対策については、引き続き予防・早期発見に重点を置くとともに、円滑な職場

復帰と再発防止の観点からも支援を行うことと併せて、ストレスチェック制度への対応を検討

することが必要

(5) ハラスメントの防止

パワハラ等のハラスメント対策として、引き続き発生防止と排除のための取組を進めること

が必要

(6) 公務員倫理の保持

職員は高い倫理観・使命感を保持し、公務の公正かつ効率的な執行に努め、県民の信頼と期

待に応えていくことが肝要

(7) 雇用と年金の接続

公的年金の報酬比例部分に係る支給開始年齢の段階的な引上げにより再任用職員の増加が予

想されるため、職員が働きがいを実感でき、長年培ってきた能力と経験を職務執行の中で本格

的に活用できる人事管理及び再任用制度となるよう取り組むことが必要

(8) 退職管理の適正の確保

昨年５月に改正された地方公務員法の施行に向けて退職管理の適正の確保に向けた対応を行

うことが必要


